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会 議 次 第

１ 開 会

２ 協議事項

(1) 平成28年度組織機構改革に伴う教育委員会規則等の一部改正について

① 掛川市教育委員会に置かれる事務局等の組織に関する規則について

② 掛川市教育委員会職員職名規則について

③ 掛川市教育委員会公印規則について

④ 掛川市教育委員会事務決裁規程について

⑤ 掛川市教育委員会職員の勤務時間等の割振りに関する規程について

(2) 掛川市生涯学習センター条例等の一部改正に伴う施行規則の廃止について

① 掛川市生涯学習センター条例施行規則の廃止について

② 掛川市美感ホール条例施行規則の廃止について

③ 掛川市文化会館シオーネ条例施行規則の廃止について

(3) 掛川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について

３ そ の 他

４ 閉 会



１ 開 会

○ 教育政策室長が、臨時会の開会宣言を行う。

○ 教育長より、臨時会を招集し、協議事項３件について、審議をお願いする旨の挨拶がある。

２ 協議事項について

(1) 教育政策室長より、平成28年度組織機構改革に伴う教育委員会規則等の一部改正について

の関連５項目の一括説明があった。

○ 教育長より、何か意見や質問等あるか確認する。

○ 委員より、以下の質問があった。

➀ 組織機構改革に伴い、２番の「掛川市教育委員会職員職名規則について」は、「教育次

長」を「部長」に改め、３番の掛川市教育委員会公印規則については、「教育次長」を

「教育部長」に改めるのか。

回答: 職名規則については、部が設置されたため「教育次長」を「部長」とするもので

あり、公印規則については、保管者を明らかにするため、単に「部長」ではなく「教育

部長」としている。

② 全図書館の管理係の分掌事務に「大東図書館施設整備基金に関すること」を加えるとい

う改正があるが、中央図書館や大須賀図書館には、施設整備基金はあるのか。また、基

金の財源は市の財政であるのか。

回答: 大東図書館については、合併前の旧大東町の時代から新しい図書館の建設や本の

充実のために施設整備基金が積み立てられてきて、毎年度、図書館の本の充実等に充て

られてきた。基金の財源は、市の財政である。他の図書館については、合併前からの基

金の積立はしていないが、現在は、市の予算で、本の充実や施設整備等に対応している。

○ その他意見質問はなく、承認される。

(2) 掛川市生涯学習センター条例等の一部改正に伴う施行規則の廃止についての関連３項目

の一括説明があった。

○ 教育長より、何か意見や質問等あるか確認する。

○ 委員より、意見質問はなく、承認される。

(3) こども希望課長より、掛川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について説

明があった。

○ 教育長より、何か意見や質問等あるか確認する。

○ 委員より、以下の質問があった。



私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正については、市民の方が直接目にする

要綱であり、平成２８年度の入園児や在園児にも影響があると思われるが、事前に説明す

る必要があるのではないか。

回答:私立幼稚園就園奨励費補助金において、算定の基礎となる住宅取得特別控除の規定

は､今までも適応されてきた。この度は、税法上の改正に伴う改正であり、入園児や在園

児を持つ世帯には、ほとんど影響はないと考えている。就園奨励費を支払う段階で説明

していく等、随時対応していきたいと考えている。

○ その他意見質問はなく、承認される。

３ そ の 他

４ 閉 会 午前９時２０分


